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船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱 

目次 

  第１章   総則（第１条―第３条） 

  第２章   ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業（第４条―第６条） 

  第３章   技能実習生等介護人材受入事業（第７条―第９条） 

  第４章   交付の手続（第１０条―第１５条） 

  第５章   雑則（第１６条） 

 

    第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害福祉サービス事業者が負担する外国人介護人材の受入れに係る初期費用

について、船橋市補助金等の交付に関する規則（昭和５６年船橋市規則第５０号）及びこの要綱

に基づき船橋市外国人介護人材受入促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

により、事業所における外国人介護人材の雇用を促進し、将来的に広く外国人介護人材を受け入

れる際の体制整備を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 障害福祉サービス事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サー

ビスを提供する事業所若しくは法第５条第１１項に規定する障害者支援施設であって市内に

所在するもの又は本市の施設等（以下「事業所」という。）を運営する者をいう。 

⑵ 国際厚生事業団 公益社団法人国際厚生事業団（ＪＩＣＷＥＬＳ）をいう。 

⑶ ＥＰＡ介護福祉士候補者 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の

協定」、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」又は「平成２４年４

月１８日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入

国及び一時的な滞在に関する書簡」に基づき入国する外国人介護福祉士候補者をいう。 

⑷ 求人申込年度 障害福祉サービス事業者がＥＰＡ介護福祉士候補者の採用のために国際厚

生事業団に対して求人登録申請を行う年度をいう。 

⑸ 受入れ年度 ＥＰＡ介護福祉士候補者が障害福祉サービス事業者と締結する雇用契約にお

ける雇用期間の初日を含む年度をいう。 

⑹ 受入れ調整機関 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平
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成２８年法律第８９号。以下「技能実習法」という。）第２条第１０項に規定する監理団体、出

入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以下「入管法」という。）第１９条の２

７第１項に規定する登録支援機関及び厚生労働大臣から有料職業紹介事業の許可を得た事業

者をいう。 

⑺ 技能実習生等介護人材 補助金の申請日において、技能実習法第２条に定める「技能実習

生」として、又は入管法別表第１に定める在留資格「特定技能」若しくは「介護」をもって在

留する外国人をいう。 

（補助金の区分） 

第３条 第１条の目的を達成するため、市長は以下の各号に掲げる事業に対し補助金を交付する。 

⑴ ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業 

⑵ 技能実習生等介護人材受入事業 

 

    第２章 ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業 

  

（補助対象者） 

第４条 ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業の補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の

いずれにも該当する障害福祉サービス事業者とする。ただし、第３号に掲げる要件にあっては、

市長が特段の事情があると認める場合は、この限りでない。 

⑴ 補助を受けようとするＥＰＡ介護福祉士候補者（以下この章において「対象人材」という。）

について、過去にこの要綱により補助金の交付を受けていないこと。ただし、第５条第２項に

掲げる区分が異なる場合は、この限りでない。 

⑵ 他の公的な制度により、対象人材の受入れに係る経費に対する助成等を受けていないこと。 

⑶ 船橋市税に滞納が無いこと。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下この章において「対象経費」という。）は、障害福

祉サービス事業者が対象人材の受入れを行う際に要する初期費用（対象人材が事業所において就

労を開始するまでに要する費用をいう。）のうち、次に掲げる費用であって、国際厚生事業団又

は日本語研修機関に対し支払うもの（国際厚生事業団を通し、インドネシア移民労働者保護庁（Ｂ

Ｐ２ＭＩ）、フィリピン移住労働者省（ＤＭＷ）及びベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労

働局（ＤＯＬＡＢ）（以下この章において「送り出し調整機関」という。）等に支払う費用を含む。）

とする。 

 ⑴ 求人申込手数料 

 ⑵ 現地合同説明会参加に係る一部負担金 
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 ⑶ あっせん手数料 

 ⑷ 滞在管理費（対象人材の入国初年度に係るものに限る。） 

 ⑸ 送り出し調整機関に対する手数料及び送り出し国の健康診断実施機関への支払い金 

 ⑹ 介護導入研修に係る費用 

 ⑺ 日本語研修の一部負担金 

 ⑻ その他前各号に掲げる費用に準ずる費用として市長が認める費用 

２ 補助金は、次の各号に掲げる区分ごとに要した対象経費について、当該各号に定める場合に該

当するとき交付する。 

⑴ 求人申込年度 補助金の申請日の属する前年度の４月１日以降に対象人材とのマッチング

が成立した場合 

⑵ 受入れ年度 対象人材が、補助金の申請日の属する前年度の４月１日以降に就労を開始し、

補助金の申請日時点で、介護職員として事業所（市長が特段の事情があると認める場合を除

き、同一の事業所に限る。）に４か月以上就業している場合（ＥＰＡ介護福祉士候補者の事由

により同期間を満たさない場合であって、市長が認めるときを含む。） 

３ 対象経費のうち、補助金算出の基準とする額の上限は、前項各号に掲げる条件を満たし交付す

る交付額の合計で、ＥＰＡ介護福祉士候補者１人当たり１００万円とする。 

 （補助金の算定方法） 

第６条 補助金の交付額は、補助金算出の基準とする額に係る実支出額に２分の１を乗じて得た額

（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 

    第３章 技能実習生等介護人材受入事業 

 

（補助対象者） 

第７条 技能実習生等介護人材受入事業の補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のい

ずれにも該当する障害福祉サービス事業者とする。ただし、第 1号及び第４号に掲げる要件にあ

っては、市長が特段の事情があると認める場合は、この限りでない。 

⑴ 次のいずれの要件も満たした技能実習生等介護人材を直接雇用していること。 

ア 障害福祉サービス事業者と締結する雇用契約における雇用期間の初日が、補助金の申請日

の属する前年度の４月１日以降であること。 

イ 従事している事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。 

⑵ 補助を受けようとする技能実習生等介護人材（以下この章において「対象人材」という。）

について、過去にこの要綱により補助金の交付を受けていないこと。 

⑶ 他の公的な制度により、対象人材の受入れに係る経費に対する助成を受けていないこと。 
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⑷ 船橋市税に滞納が無いこと。 

（補助対象経費等） 

第８条 補助金の交付の対象となる経費（以下この章において「対象経費」という。）は、障害福

祉サービス事業者が対象人材の受入れを行う際に要する初期費用（対象人材が事業所において就

労を開始するまでに要する費用をいう。）のうち、次に掲げる費用であって、受入れ調整機関等

に対し支払うものとする。 

 ⑴ 職業紹介費（受入れ調整機関を通し送り出し調整機関等に支払う費用を含む。） 

 ⑵ 入国に係る渡航費 

 ⑶ 入国前研修に係る費用 

 ⑷ 在留資格申請書類作成に係る費用（収入印紙代及び入国管理局申請取次ぎ費用を含む。） 

 ⑸ 技能実習計画認定申請手数料（技能実習生として在留する対象人材の受入れに係るものに限

る。） 

 ⑹ 入国後研修費 

 ⑺ 講習手当（技能実習生として在留する対象人材の受入れに係るものに限る。） 

 ⑻ 入国後送迎費 

 ⑼ 健康診断に係る費用 

 ⑽ 保険料 

 ⑾ その他前各号に掲げる費用に準ずる費用として市長が認める費用 

２ 補助金は、対象人材が、補助金の申請日時点で、介護職員として事業所（市長が特段の事情が

あると認める場合を除き、同一の事業所に限る。）に４か月以上就業している場合に交付する。 

３ 対象経費のうち、補助金算出の基準とする額の上限は、技能実習生等介護人材１人当たり１０

０万円とする。 

（補助金の算定方法） 

第９条 補助金の交付額は、補助金算出の基準とする額に係る実支出額に２分の１を乗じて得た額

（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 

    第４章 交付の手続 

 

（交付の申請） 

第１０条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が定める期間内

に、船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金交付申請書（第１号様式）

に、別表の左欄に掲げる対象事業ごとに右欄に掲げる関係書類を添付し、市長に申請しなければ

ならない。 
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２ 申請者が同一年度内に申請できる補助金に係るＥＰＡ介護福祉士候補者及び技能実習生等介

護人材（以下この章において「対象人材」という。）の数の上限は、次の各号に掲げる区分ごと

に当該各号に定める。 

⑴ 第５条第２項第１号 ２人 

⑵ 第５条第２項第２号及び第８条第２項 ２人 

３ 申請者は、第１項の規定により申請するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び

当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただ

し、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この

限りでない。 

（交付決定の通知） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認め

たときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をし、その旨を船橋市障害福祉分野における

外国人介護人材受入促進事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知するも

のとする。 

（交付申請の取下げ） 

第１２条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、決定内容又はこれに附された

条件に異議があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を附して市長に届

け出なければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかった

ものとみなす。 

 （交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しく

は一部の返還を命ずるものとする。 

⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に付した条件に違反したとき又は市長の指示に

従わなかったとき。 

（交付時期） 

第１４条 補助金は、第１１条に規定する交付決定後に交付する。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
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第１５条 補助事業者は、ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業又は技能実習生等介護人材受入事業

（以下「補助事業」という。）完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金に係る消費税及び地方消費税

の仕入控除税額報告書（第３号様式）により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の

翌々年度６月３０日までに市長に報告しなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税仕

入控除税額を減額して交付申請を行った場合は、この限りでない。なお、補助事業者が全国的に

事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の

申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、

本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を市に返還しな

ければならない。 

 

    第５章 雑則 

 

 （雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１月６日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

２ 令和７年１月６日付で廃止された船橋市障害者施設等 EPA 介護福祉士候補者受入事業費補助

金要綱に基づく補助金の補助実績がある障害福祉サービス事業者においては、EPA介護福祉士候

補者受入事業のみ申請する場合に限り、第１０条第２項第 1号及び第２号に定める同一年度内に

申請できる補助対象人数の上限に関する規定は、それぞれ「４人」と読み替えるものとする。 

３ 令和６年度におけるＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業の補助対象経費等についての第５条第

２項第１号及び第２号の規定の適用については、同号中「補助金の申請日の属する年度の前年度

の４月１日以降」とあるのは、「令和６年４月１日以降」とする。 

４ 令和６年度における技能実習生等介護人材受入事業の補助対象者についての第７条第１号ア

の規定の適用については、同号ア中「補助金の申請日の属する年度の前年度の４月１日以降」と

あるのは、「令和６年４月１日以降」とする。 
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別表（第１０条関係） 

 

  

対象事業 関係書類 

ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事

業（求人申込年度に係る申請に

限る） 

ア 領収証その他の対象経費を支払ったことを確認できる書類の写し 

 イ 補助対象経費の額の内訳がわかる書類（明細書等）の写し 

 ウ 船橋市税を滞納していないことを証する書類 

 エ マッチングが成立したことを確認できる書類 

オ その他市長が必要と認める書類 

ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事

業（受入れ年度に係る申請に限

る） 

 ア 領収証その他の対象経費を支払ったことを確認できる書類の写し 

 イ 補助対象経費の額の内訳がわかる書類（明細書等）の写し 

 ウ 船橋市税を滞納していないことを証する書類 

 エ ＥＰＡ介護福祉士候補者の雇用を証する書類の写し 

オ ＥＰＡ介護福祉士候補者の在留カードの写し 

カ ハローワークに提出した雇用保険被保険者資格の取得届出書又は外国人雇用

状況の届出書の写し 

キ その他市長が必要と認める書類 

技能実習生等介護人材受入事業 ア 技能実習生等介護人材の雇用を証する書類の写し 

イ 技能実習生等介護人材の在留カードの写し 

ウ ハローワークに提出した雇用保険被保険者資格の取得届出書又は外国人雇用

状況の届出書の写し 

エ 領収証その他の補助対象経費を支払ったことを確認できる書類の写し 

オ 補助対象経費の額の内訳がわかる書類（明細書等）の写し 

カ 技能実習生等介護人材を雇用する際に受入れ調整機関が関与した場合、受入

れ調整機関と交わした契約書等の写し 

キ 船橋市税を滞納していないことを証する書類 

ク その他市長が必要と認める書類 
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（第１号様式） 

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金交付申請書 

   年  月  日 

船橋市長 あて    

所 在 地 

事 業 者 名 

代表者職・氏名     

 

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱（以下、「要綱」とい

う。）第１０条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

１ 対象事業（該当する番号すべてに〇） 

（１）ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業（求人申込年度） 

（２）ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業（受入れ年度） 

（３）技能実習生等介護人材受入事業 

 

２ 申請対象人数 

対象事業（１）の申請対象人数 

   申請対象人数          人 

 

対象事業（２）及び（３）の申請対象人数 

   申請対象人数          人 

 

３ 交付申請額 金          円 

  「（別紙）船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金支出済額内訳書」

に記載した交付申請額（Ｃ）の合計を記載 

 

４ 添付書類 

（１）支出済額内訳書（別紙） 

   補助を受けようとするＥＰＡ介護福祉士候補者及び技能実習生等介護人材（以下「対

象人材」という。）１人につき１枚提出 

（２）その他添付書類 

   要綱別表に掲げる関係書類を添付 
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交 付 要 件 の 確 認 

（対象事業の交付要

件に該当することを

確認して、それぞれ

☑） 

□ 対象事業（２）及び（３）の実施に当たって、対象人材が、補助
金の申請日時点で、介護職員として事業所に４か月以上就業して

いること。 

 

□ 申請者は、対象人材について、過去にこの要綱により補助金の交
付を受けていないこと。ただし対象事業（２）の申請に当たり、

過去に対象事業（１）の交付を受けた場合はこの限りでない。 

 

□ 申請者は、本件申請について、他の公的な制度により対象人材の
受入れに係る経費に対する助成を受けておらず、また今後も受け

ないこと。 

消 費 税 の 適 用 

に 関 す る 事 項 

（該当するものに☑) 

① 補助金交付額の算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定 

 

② ①で「消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定」  

を選択した理由 

□ 免税事業者である 

□ 簡易課税事業者である 

□ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって 
特定収入割合が５％を超える 

□ その他（                              ） 

振

込

先 

金融機関名 

支 店 名 
 

預 金 種 別  

口 座 番 号  

名 義 人 

（ カ ナ ） 
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（別紙）対象事業（１）・（２）ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業（求人申込年度・受入れ年度） 

 

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金支出済額内訳書 

事業者名                          
 

対象となる外国人 

介護人材の氏名 
 

対象事業 

（該当する

番号に〇） 

（１）求人申込年度 

（２）受入れ年度 

就労する事業所名  
サービス

の種類 
 

受入れを行う 

事業所の所在地 
船橋市 雇用開始日   年  月  日 

支 払 区 分 
補助対象経費支出済額

（※） 
額の内訳がわかる明細書等の名称 

 

求人申込手数料 

 

現地合同説明会参加に係る一部負担金 

 
あっせん手数料 

 

滞在管理費（ＥＰＡ介護福祉士候補者

の入国初年度に係るものに限る。） 

 

送り出し調整機関に対する手数料及び

送り出し国の健康診断実施機関への支

払い金 

 

介護導入研修に係る費用 

 

日本語研修の一部負担金 

円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合  計 

（ア） 

円 

 

 

※ 対象事業（１）・（２）の対象となるＥＰＡ介護福祉士候補者が複数人存在し、支払金額が切り分けでき

ない場合は、対象人数で按分して記載すること。 

補助対象外経費 

（イ） 

 受入れ調整機関に支払った経費 

（領収書等に記載の金額と一致）（ア＋イ） 

円 

 

 円 

 
 

対象経費支出済額 

（Ａ）（アと同額） 

基準額 

（Ｂ）（Ａと１００万円を比

較して低い方の額）（※） 

交付申請額 

（Ｃ）（Ｂ×１/２ただし千円未満

の端数切捨て） 

円 

 

円 

 

円 

 

※ 対象事業（２）に係る交付申請において、過去に受けた対象事業（１）による補助基準額との合計が

１００万円を超える場合は、「１００万円－（対象事業（１）の補助基準額）」とする。 

 

上記の積算額は、（ 税込額 ・ 税抜額 ）である。  
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（別紙）対象事業（３）技能実習生等介護人材受入事業 

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金支出済額内訳書 

事業者名                     
 

対象となる外国人 

介護人材の氏名 
 在留資格  

就労する事業所名  
サービス

の種類 
 

受入れを行う 

事業所の所在地 
船橋市 雇用開始日   年  月  日 

支 払 区 分 補助対象経費支出済額（※） 額の内訳がわかる明細書等の名称 

 
職業紹介費 

 

入国に係る渡航費 

 

入国前研修 

 

在留資格申請書類作成に係る費用 

 

技能実習計画認定申請手数料 

（技能実習生に係るものに限る。） 

 

入国後研修費 

 

講習手当 

（技能実習生に係るものに限る。） 

 

入国後送迎費 

 

健康診断に係る費用 

 

保険料 

円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合  計（ア） 
円 

 

 

※ 対象事業（３）の対象となる技能実習生等介護人材が複数人存在し、支払金額が切り分けできない場合

は、対象人数で按分して記載すること。 

補助対象外経費 

（イ） 

 受入れ調整機関等に支払った経費 

（領収書等に記載の金額と一致）（ア＋イ） 

円 

 

 円 

 
 

対象経費支出済額 

（Ａ）（アと同額） 

基準額 

（Ｂ）（Ａと１００万円を比

較して低い方の額） 

交付申請額 

（Ｃ）（Ｂ×１/２ただし千円未満

の端数切捨て） 

円 

 

円 

 

円 

 

 

上記の積算額は、（ 税込額 ・ 税抜額 ）である。  
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（第２号様式） 

 

  船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金交付決定通知書 

 

第     号 

   年  月  日 

 申請者 所 在 地 

     事 業 者 名 

     代表者職・氏名          様 

船橋市長        印 

 

 

    年  月  日に申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定したので、

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱第１１条の規

定により通知します。 

 

 交付申請額   

 交付決定額                    円 

 補助金を交付しない

又は減額する場合の

理由 

 

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱第１３条の

規定により、以下の場合はこの通知による交付の決定を取り消し、既に交付した補助金

がある場合はその全部又は一部の返還を命じます。また、申請内容に変更が生じた場合

は遅滞なく市長に対し届け出ること。 

⑴ 偽りその他不正の手段により、補助金を交付する旨の決定を受けたとき。 

⑵ その他補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の

指示に従わなかったとき。  
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（第３号様式） 

船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金に係る 

消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書 

年  月  日 

船橋市長  あて 

住 所 

法 人 名 

代表者職氏名 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定のあった  年度船橋市障害福祉

分野における外国人介護人材受入促進事業補助金について、船橋市障害福祉分野における

外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱第１６条の規定により、関係書類を添えて次

のとおり報告します。 

 

１．補助金交付確定額 

            円 

 

２．消費税額の申告により確定した船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進

事業補助金に係る仕入控除税額（補助金返還相当額） 

（※消費税の申告義務がない場合も０円と記載すること） 

            円 

  ※０円の場合はその理由について✔を入れること 

□消費税の申告義務がない 

□簡易課税方式による申告を行っている 

□消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

□その他（返還額算出シートによる計算の結果、返還額が０円だった場合など） 

 

３．添付書類 

・返還額算出シート 

 （申告義務がない、簡易課税方式、消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入

割合が５％を超える事業者は添付不要。） 

・別添 添付書類チェック表及び該当書類のとおり 

 

 

 


